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 別紙  

 

車 両 の 使 用 制 限 命 令 の 処 分 量 定 の 基 準  

                      

１  用 語 の 定 義  

こ の 基 準 に お い て 、 次 に 掲 げ る 用 語 の 定 義 は 、 そ れ ぞ れ 次 に 定 め る と こ ろ

に よ る も の と す る 。  

    ( 1 )  車 両 の 使 用 者  

車 両 を 使 用 す る 権 原 を 有 し 、 そ の 運 行 を 支 配 し 、 管 理 す る 者 の こ と を い

う 。 法 人 で あ る 自 動 車 運 転 代 行 業 者 の 使 用 車 両 （ 随 伴 用 自 動 車 を 除 く 。 ）

に つ い て は 、 当 該 法 人 が 車 両 の 使 用 者 と し て 、 読 替 え 後 の 道 路 交 通 法 （ 以

下 「 法 」 と い う 。 ） 第 75 条 の ２ 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 車 両 の 使 用 制 限 命 令

を 受 け る 客 体 と な る 。  

 ( 2)  基 準 日  

公 安 委 員 会 が 車 両 （ 随 伴 用 自 動 車 を 除 く 。 ） の 使 用 者 で あ る 自 動 車 運 転

代 行 業 者 に 対 し 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を し た 場 合 に お い て 、当 該 放 置 違 反 金

納 付 命 令 に 係 る 標 章 が 取 り 付 け ら れ た 日 を い う 。  

( 3)  基 準 代 行 業  

公 安 委 員 会 が 車 両 （ 随 伴 用 自 動 車 を 除 く 。 ） の 使 用 者 で あ る 自 動 車 運 転

代 行 業 者 に 対 し 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を し た 場 合 に お い て 、当 該 自 動 車 運 転

代 行 業 者 が 営 む 自 動 車 運 転 代 行 業 を い う 。  

 

２ 処分量定の基準 

  自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 の 適 正 化 に 関 す る 法 律 施 行 令 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 読 み 替

えて適用する道路交通法施行令（以下「読替え後の令」という。）第 26 条の８に規定

する車両の使用制限命令の処分基準に該当することとなった車両（随伴用自動車を除

く。）の使用者である自動車運転代行業者に対する使用制限命令の処分期間の具体的

量定は、当該自動車運転代行業者の前歴の回数、基準日前６月以内に受けた当該車両

を原因とする放置違反金納付命令の回数及び車両の種類に応じ、下表に定める期間を

超えない範囲内で行うものとする。ただし、読替え後の令第 26 条の８に定める期間

の範囲内で、下記３に定めるところにより、処分を加重、軽減又は免除することがで

きることとする。なお、車両の使用制限の対象となるのは、その他の自動車運転代行

業の用に供される車両に限られ、代行運転自動車又は随伴用自動車は適用外とされて

いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           前 歴 の 回 数 ・ 放 置 違 反 金 の

                納 付 命 令 の 回 数 

 車両の種類 

前歴なし 前歴１回 前 歴２ 回 以 上 

３回
 

４回
 ５回 

以上 
２回

 
３回

 ４回 

以上 
１回以上

 

大型自動車、中型自動車、準中型

自動車、大型特殊自動車又は重被

牽引車 

30
 

日
 

40
 

日
 

 
50

 

日
 

60
 

日
 

70
 

日
 

80
 

日
 

 

３月 

 

 

普通自動車 

 

20
 

日
 

30
 

日
 

40
 

日
 

40
 

日
 

50
 

日
 ２月 ２月 

大型自動二輪車、普通自動二輪車

、小型特殊自動車又は原動機付自

転車 

10
 

日
 

 
15

 

日
 

 
20

 

日
 

20
 

日
 

25 

日 １月 

 

１月 

 

 

３ 処分の加重、軽減又は免除 

     (1) 処分を加重することができる場合 

当該自動車運転代行業者が下命・容認若しくはこれに準ずる行為又は放置駐車違                

反を誘発するような行為をしたと認められる場合は、その悪性に照らして、相当な

範囲で、処分期間を加重することができるものとする。 

  (2) 処分を軽減することができる場合 

次に掲げる事情のいずれかがある場合で、使用者である自動車運転代行業者の運

行管理の改善が期待できるときは、当該処分期間の２分の１を超えない範囲で処分

期間を軽減することができるものとする。 

ア   当 該 処 分 に よ り公共 輸 送 力 の 確保 に 著 しい 影 響 を 生 ずる お そ れが あ る と 認 め

られる場合 

イ  前歴及び免除歴（基準日前１年以内に、当該基準代行業の用に供する車両につ

いて、読替え後の道路交通法第 75 条の２第２項の規定による使用制限命令の基

準に達したにもかかわらず、下記(3)の適用により処分を免除されたことをいう。

以下同じ。）がなく、かつ、被処分者の使用する自動車の台数が少ないため事業

活動等に著しい支障を生ずるおそれがあると認められる場合 

     ウ  その他情状酌量すべき事情がある場合 

  (3) 処分を免除することができる場合 

      次に掲げるいずれの事情にも該当する場合は、当該処分を免除することができる     

ものとする。 

    ア  前歴及び免除歴がない場合 

    イ   基準日前６月 以内に受けた放置違反 金納付命令の回数が３ 回で、かつ、処分       

を決定しよ うとす る時 点において 、すべ ての 放置違反金 納付命 令に ついて、放       

置違反金の滞納がない場合 

    ウ  使用者である 自動車運転代行業者が 具体的な再発防止策を 提示している場合  

等、放置 駐車違反 を防 止するた めの運行 管理 の顕著な 改善が十 分に 期待できる

場合 

 


